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◆
平
成
二
十
年
度
当
初
予
算
関
係

○
一
般
会
計
予
算
（
一
件
）

○
特
別
会
計
予
算
（
十
八
件
）

○
企
業
会
計
予
算
（
五
件
）

◆
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
関
係

○
一
般
会
計
予
算
（
一
件
）

○
特
別
会
計
予
算
（
十
六
件
）

○
企
業
会
計
予
算
（
五
件
）

◆
条
例
の
制
定

○
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

○
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条

例
◆
条
例
の
一
部
改
正

○
茨
城
県
立
青
少
年
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
○
茨
城
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の

特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
資
金
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

○
茨
城
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

○
つ
く
ば
国
際
会
議
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
看
護
専
門
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手

数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
立
農
業
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
○
茨
城
県
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
市
町
村
立
学
校
教
職
員
へ
き
地
手
当
等

支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
、
管
理
及
び
職

員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

◆
そ
の
他

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

○
県
有
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

○
県
有
財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
伊
奈
・
谷

和
原
丘
陵
部
地
区
業
務
用
地
）

○
県
有
財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
阿
見
吉
原

東
地
区
業
務
用
地
）

○
国
及
び
県
等
が
行
う
土
地
改
良
事
業
に
対
す
る

市
町
村
の
負
担
額
に
つ
い
て

○
県
が
行
う
建
設
事
業
等
に
対
す
る
市
町
村
の
負

担
額
に
つ
い
て

○
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

ほ
か
十
五
件 

お 知らせ

総
務
企
画
委
員
会

○
無
駄
な
ダ
ム
建
設
か
ら
撤
退
し
、
水
道
料
金
の
引
き
下
げ
を
求

め
る
請
願

不

保
健
福
祉
委
員
会

○
無
駄
な
ダ
ム
建
設
か
ら
撤
退
し
、
水
道
料
金
の
引
き
下
げ
を
求

め
る
請
願

○
二
〇
〇
八
年
四
月
実
施
の
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
の
凍
結
・

見
直
し
を
求
め
る
請
願

○
安
全
な
医
療
と
看
護
・
介
護
の
実
現
、
地
域
医
療
拡
充
を
は
か

る
た
め
、
医
師
・
看
護
師
等
の
大
幅
な
増
員
を
求
め
る
請
願

不不継

常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た  

請
願
の
審
査
結
果

月日 曜 議 事 予 定

6.  5 木
議会運営委員会
本会議（開会、知事提出議案
説明）

6 金 議案調査

7 土

8 日

9 月 議案調査

10 火 議会運営委員会
本会議（一般質問・質疑）

11 水
議会運営委員会
本会議（一般質問・質疑、
議案常任委員会付託）

12 木 常任委員会

13 金 常任委員会

14 土

15 日

16 月 安心できる食の確保や提供等
に関する調査特別委員会

17 火 財政再建等調査特別委員会

18 水
議会運営委員会
本会議（委員長報告、採決、
閉会）

不
…
不
採
択
／
継
…
継
続
審
査

　次回の、平成 20 年第２回定例
県議会は、６月５日から 18 日ま
での 14 日間の会期日程で開催さ
れる予定です。

「
安
心
で
き
る
食
の
確
保
や

提
供
等
に
関
す
る
調
査
特
別

委
員
会
」
を
設
置

　

県
民
を
取
り
巻
く
食
の
安
全
性
に
つ
い
て
不
安
が
広
が
っ
て

い
る
中
で
、
い
か
に
食
へ
の
不
安
を
解
消
し
、
食
の
安
心
の
確

保
等
を
図
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
い
か
に
県
民
に
安
全
な
食

品
を
提
供
し
て
い
く
の
か
が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
県
民
へ
の
安
心
・
安
全
な
食
の
確
保
・
提
供
等
に
つ

い
て
調
査
す
る
た
め
、
三
月
二
十
一
日
の
本
会
議
で
「
安
心
で

き
る
食
の
確
保
や
提
供
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
」
を
設

置
し
ま
し
た
。
委
員
構
成
は
十
六
人
で
、
次
の
と
お
り
で
す
。

委
員
長　

田
山　

東
湖

副
委
員
長　

磯
﨑
久
喜
雄

委　
　

員　

高
橋　
　

靖

　

〃　
　

福
地
源
一
郎

　

〃　
　

鈴
木　

徳
穂

　

〃　
　

横
山　

忠
市

　

〃　
　

常
井　

洋
治

　

〃　
　

関　
　

宗
長

委　
　

員　

澤
畠　

俊
光

　

〃　
　

石
井　

邦
一

　

〃　
　

白
田　

信
夫

　

〃　
　

粕
田　

良
一

　

〃　
　

小
林　

靖
男

　

〃　
　

今　
　

一
男

　

〃　
　

半
村　
　

登

　

〃　
　

田
村
け
い
子

行
政
組
織
、
歳
出
、
歳
入
の

三
分
野
に
わ
た
っ
て
活
発
に
議
論

　

こ
れ
ま
で
十
四
回
の
委
員
会
を
開
催

し
財
政
再
建
を
進
め
る
た
め
の
諸
方
策

に
つ
い
て
行
政
組
織
、
歳
出
、
歳
入
の

三
分
野
に
わ
た
っ
て
調
査
を
進
め
て
い

ま
す
。
平
成
十
九
年
第
四
回
定
例
会
後

は
一
月
二
十
四
日
、
二
月
二
十
七
日
、

三
月
十
四
日
の
三
回
の
委
員
会
を
開
催

し
、
委
員
会
が
昨
年
末
に
中
間
報
告
書

と
し
て
提
言
し
た
内
容
の
明
確
化
を
図

る
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

行
政
組
織
に
つ
い
て
は
、
審
議
会
、

懇
談
会
等
の
改
革
と
し
て
、
設
置
目
的

を
終
え
た
り
、
形
骸
化
し
た
全
体
数
の

約
四
分
の
一
を
整
理
統
合
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
特
に
力
点
を
お
い
て
審
議

し
て
き
た
出
先
機
関
に
つ
い
て
は
、
主

要
機
関
は
す
べ
て
見
直
す
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
多
く
の
部
分
を
県
民
へ
の
周

知
期
間
等
を
考
慮
し
、
平
成
二
十
一
年

度
よ
り
実
施
す
る
方
向
で
進
め
て
い
ま

す
が
、
地
方
総
合
事
務
所
改
革
の
一
部

と
し
て
、
企
画
振
興
室
の
業
務
を
縮
小

し
、
ま
た
、
土
木
部
の
改
革
と
し
て
、

偕
楽
園
事
務
所
を
水
戸
土
木
事
務
所
に

統
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
今
年
度
当

初
よ
り
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
県
か
ら
市
町
村
へ
包
括
的
な

権
限
移
譲
を
進
め
る
ま
ち
づ
く
り
特
例

市
制
度
に
常
陸
太
田
市
、
笠
間
市
、
鹿

嶋
市
が
新
た
に
加
わ
る
こ
と
や
、
パ
ス

ポ
ー
ト
窓
口
業
務
の
つ
く
ば
市
へ
の
移

譲
な
ど
も
今
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口

業
務
の
市
町
村
へ
の
移
譲
に
つ
い
て
は

県
民
の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
市

町
村
の
希
望
を
踏
ま
え
て
更
に
拡
大
し

て
い
く
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

　

歳
出
、
歳
入
面
に
つ
い
て
は
、
公
的

資
金
補
償
金
免
除
繰
り
上
げ
償
還
制
度

の
積
極
活
用
に
よ
り
八
十
六
億
円
の
公

債
費
負
担
の
抑
制
を
図
る
ほ
か
、
残
高

僅
少
な
基
金
や
設
置
の
必
要
性
が
低
く

な
っ
た
基
金
の
整
理
統
合
に
よ
り
十
億

円
の
歳
出
削
減
を
図
る
な
ど
、
中
間
報

告
書
の
提
言
内
容
に
沿
っ
て
、
個
別
項

目
ご
と
に
具
体
的
な
歳
出
削
減
額
を
執

行
部
に
算
出
さ
せ
て
い
ま
す
。

  

今
後
は
、
こ
の
中
間
報
告
書
の
改
革

内
容
の
明
確
化
を
更
に
進
め
る
と
も
に

行
政
組
織
の
更
な
る
見
直
し
と
し
て
知

事
部
局
本
庁
組
織
、
教
育
庁
組
織
、
警

察
本
部
組
織
に
つ
い
て
も
審
議
す
る
予

定
で
す
。

　

本
会
議
は
、
特
別
の
場
合
を
除
き
、
誰

で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
県
議
会
議
事
堂
の
傍
聴
受
付
で

傍
聴
券
を
受
け
取
っ
て
入
場
し
て
く
だ
さ

い
。（
傍
聴
席
は
三
百
席
で
先
着
順
で

す
。）

　

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
知
り
た
い
方
、

ま
た
、
常
任
委
員
会
や
特
別
委
員
会
の
傍

聴
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
知
り
た
い
方

は
、
議
会
事
務
局
議
事
課
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

電　

話　

〇
二
九̶

三
〇
一̶

五
六
三
四

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
二
九̶

三
〇
一̶

五
六
二
九

県
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

今
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た
主
な
議
案

財
政
再
建
等
調
査
特
別
委
員
会


